
中
四
国
プ
ロ
ゴ
ル
フ
会 

細 

則 

 
 
 
 

第
一
章 

予
選
競
技
会 

第
一
条 

 
予
選
競
技
会
は
、
年
一
回
二
日
間
で
開
催
す
る 

第
二
条 

 
予
選
競
技
会
は
、
適
宣
コ
ー
ス
を
選
び
行
な
う 

第
三
条 

 

予
選
競
技
会
は
、
三
十
六
ホ
ー
ル
ス
ト
ロ
ー
ク
プ
レ
ー
と
す
る
。
タ
イ
ス
コ
ア
の
場
合
は
最
終
日
の
ス
コ
ア
、
な
お
タ
イ
ス
コ
ア
の
場
合
は

最
終
日
十
八
ホ
ー
ル
か
ら
の
カ
ウ
ン
ト
バ
ッ
ク
に
よ
り
ラ
ン
キ
ン
グ
を
決
定
す
る
。 

第
四
条 

 

予
選
競
技
会
に
於
い
て
ラ
ン
キ
ン
グ
付
け
を
し
、
そ
の
賞
金
は
前
日
ま
で
に
発
表
す
る 

第
五
条 

 

会
員
は
予
選
競
技
会
に
於
い
て
ス
コ
ア
八
十
ス
ト
ロ
ー
ク
を
超
え
た
場
合
は
、
一
ス
ト
ロ
ー
ク
の
つ
き
、
五
〇
〇
円
を
罰
金
と
し
て
本
会
に 

 
 
 
 
 

納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
上
限
五
千
円
と
す
る
） 

第
六
条 

 

本
会
の
開
催
す
る
競
技
会
に
於
い
て
、
会
員
が
競
技
規
則
等
に
違
反
し
、
競
技
に
失
格
及
びN

R

し
た
場
合
に
は
、
懲
罰
金
と
し
て
五
千
円 

 
 
 
 
 

を
本
会
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
但
し
事
故
等
は
除
く
） 

第
七
条 

 

競
技
の
短
縮
、
コ
ー
ス
の
状
況
が
適
正
な
る
プ
レ
ー
を
不
可
能
と
判
断
し
た
と
き
に
は
、
十
八
ホ
ー
ル
に
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
条 

 

予
選
競
技
会
の
ス
コ
ア
振
替
、
振
替
希
望
競
技
が
予
選
競
技
会
と
同
週
も
し
く
は
移
動
困
難
と
会
長
が
認
め
た
試
合
の
場
合
、
査
定
規
定
ス

コ
ア
を
も
っ
て
振
替
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 

｛
査
定
規
定
｝ 

〇
予
選
競
技
会 

 参
加
人
数
の
順
位
三
分
の
一
（
四
捨
五
入
）
前
後
の
五
名
（
十
一
名
）
平
均
ス
コ
ア
（
小
数
点
第
二
位
以
下
切
り
捨
て
）
を
基
準
査
定
ス
コ

ア
と
す
る
。 

〇J
G

T
O

ツ
ア
ー
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
、
マ
ン
デ
ー
、
そ
の
他
の
試
合 

 
 
 
 
 
 

参
加
人
数
の
順
位
二
分
の
一(

四
捨
五
入)

前
後
の
五
名
（
十
一
名
）
平
均
ス
コ
ア(
小
数
点
二
位
以
下
切
り
捨
て)

を
振
替
査
定
ス
コ
ア
と
す

る
。 

※
振
替
希
望
競
技
が
予
選
一
日
の
場
合
は
振
替
査
定
ス
コ
ア×

二
と
す
る
。 

※
振
替
希
望
競
技
が
予
選
二
日
間
の
場
合
は
二
日
間
の
振
替
査
定
ス
コ
ア
と
す
る
。 

※
尚
、
タ
イ
の
場
合
は
予
選
競
技
会
を
上
位
と
す
る 

 
 
 
 

第
二
章 

資
格
認
証
プ
ロ
テ
ス
ト
の
予
選
会 

第
九
条 

 

研
修
生
は
、
日
本
プ
ロ
ゴ
ル
フ
協
会
資
格
認
会
プ
ロ
テ
ス
ト
の
予
選
会
（
以
下
「
中
四
国
予
選
会
」
と
す
る
）
申
込
締
切
日 

 
 
 
 
 

（
一
月
末
）
ま
で
に
、
テ
ス
ト
登
録
料
と
し
て
、
金
三
万
円+

消
費
税
を
本
会
に
納
入
す
る
こ
と 

第
十
条 

 

中
四
国
予
選
会
は
、
日
本
プ
ロ
ゴ
ル
フ
協
会
資
格
認
定
プ
ロ
テ
ス
ト
第
一
次
予
選
の
一
ヶ
月
以
上
前
に
行
な
う 

第
十
一
条 

 

中
四
国
予
選
会
の
試
合
形
式
は
、
三
十
六
ホ
ー
ル
以
上
で
行
な
う
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
タ
イ
ス
コ
ア
の
場
合
は
、
最
終
日
の
ス
コ
ア
、 

 
 
 
 
 

な
お
、
タ
イ
の
場
合
は
最
終
日
十
八
ホ
ー
ル
か
ら
カ
ウ
ン
ト
バ
ッ
ク
に
よ
り
決
定
す
る 

第
十
二
条 

 

第
七
条
の
規
定
は
、
日
本
プ
ロ
ゴ
ル
フ
協
会
認
証
委
員
会
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
、
変
更
す
る
も
の
と
す
る 

 
 
 

第
三
章 

贈
呈
金 

第
十
三
条 

会
員
の
一
身
上
の
重
大
な
る
慶
弔
等
に
対
し
て
す
る
本
会
の
贈
呈
金
額
は
左
記
の
と
お
り
と
す
る 

 
 
 
 
 
 

一
、
会
員
の
結
婚
祝
儀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 
 
 
 
 

六
、
会
員
本
人
の
死
亡
香
典 

 
 
 
 
 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 
 
 
 
 
 

二
、
会
員
の
長
子
出
産
祝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 
 
 
 
 

七
、
会
員
の
父
母
の
死
亡
香
典 

 
 
 
 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 
 
 
 
 
 

三
、
会
員
の
一
ヶ
月
以
上
の
休
業
加
療
病
気
見
舞 

 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 
 
 
 
 

八
、
電
報
・
生
花
等
は
会
長
、
事
務
局
長
に
一
任
す
る 

 
 
 
 
 
 

四
、
日
本
プ
ロ
資
格
認
証 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

 
 
 
 
 

九
、
功
労
金
（
一
期
以
上
の
役
員
及
び
会
長
・
事
務
局
長
に
限
る
） 

 
 
 
 
 
 

五
、
会
員
の
妻
の
死
亡
香
典 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 
 
 
 
 

 

第
十
四
条 

総
会
及
び
役
員
・
委
員
会
の
報
酬 

 
 
 
 
 

P
G

A

規
定
に
準
ず
る 

第
四
章 

後
援
資
金 

第
十
五
条 

規
約
第
十
三
条
第
一
号
の
後
援
資
金
は
、
中
国
・
四
国
ゴ
ル
フ
連
盟
に
諮
問
し
た
上
で
、
そ
の
依
頼
先
と
分
担
金
額
を
各
年
度
の
役
員
で
協

議
し
、
会
長
が
こ
れ
を
定
め
る 

第
十
六
条 

前
条
の
後
援
資
金
を
受
け
た
倶
楽
部
（
又
は
団
体
）
に
対
し
て
は
、
年
度
末
の
決
算
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

日
本
プ
ロ
ゴ
ル
フ
協
会 

【
理 

 

事
】 

土
井
亜
月 



【
代
議
員 

】 
 

明
神
正
嗣 

浜
田
節
夫 

土
井
亜
月 

広
田 

悟 

中
桐
祐
幸 

沖
野
克
文 

平
本 

穏 
 

中
四
国
プ
ロ
ゴ
ル
フ
会 

【
名
誉
会
長
】 

上
野
忠
美 

【
会 

長
】 

 
広
田 

悟 

【
副
会
長
】 

 

明
神
正
嗣 

浜
田
節
夫 

土
井
亜
月 

中
桐
祐
幸 

沖
野
克
文 

平
本 

穏 
 

【
事
務
局
長
】 

石
川
直
人 

 

【
懲
罰
委
員
】 

平
本 

穏 

【
会
計
監
査
】 

中
桐
祐
幸 

【
委 

 

員
】 

大
尾
恭
弘 

重
信
秀
人 
山
本
豊
秀 

加
藤
弘
文 

川
原 

実 

上
野
展
之 

【
名
誉
顧
問
】 

増
田
光
彦 

【
顧 

 

問
】 

西
山
正
己 

北
中
敬
昭 

牛
島
義
則 

田
中
光
治 

倉
本
昌
弘 

岡
茂
洋
雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【
競
技
委
員
】 

役 

員
・
委 

員 

（
全 

員
） 

附 
 

則 

一
、
本
細
則
の
追
加
・
削
除
、
又
は
変
更
に
つ
い
て
は
会
長
の
一
任
と
す
る 

 
 

二
、
本
細
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
よ
り
実
施
す
る 


